
様式第2号(第3条関係)

公文書公開請求決定通知書

岐阜市環指第212号

平成18年1月　26日

.兼松　秀代　様

岐阜市長　細江　茂光

岐阜市情報公開条例第8条の規定により､次のとおり決定したので通知します｡

＼ーノ

請 求 年 月 日 平 成 1 8 年 1 月 1 3 日

公 文 書 名

石原 産 業 の フ ェ ロシル トに 閲 し保 持 す る ものす べ て

(丑フェ ロ シル ト搬 入 時期 とそ の 後 の 経 過 のわ か る もの

② 撤 去 計 画 書 ③ 弁 明 書

決 定 内 容

□ 公 開す る

回 一 部 公 開す る 公 開 しな い部 分 個 人名 等

ロ 公 開 しない

□ 公 開 を拒否 す る

非 公 開 又 は

岐阜 市情報公開条例第6条第 1項第2号に規定する個人に関する情報

で特定の個人が識別 され得 るものの うち通常他人に知 られたくない と

公 開 拒 否 の 認 められ るもの及び同条第1項第3号に規定す る法人に関す る情報で公

理 由 関する ことに より当該法人等の正 当な利益を著 しく害することが明 ら

かであると認め られ るものに該当す るため

上 記 理 由 が

な く な る 日

公 開 す る 日

平 成 1 8 年 1 月 2 7 日

8 時 4 5 分 か ら 1 7 時 1 5 分 まで の 間

当 日都 合 が悪 い場 合 は､ 事 前 に担 当室 ま で御連 絡 くだ さいo

公 開 場 所
岐 阜 市 役 所南 庁 舎 2階 産 業廃 棄 物指 導室

担 当 室
環 境 事 業 部産 業 廃 棄物 指 導 室

連 絡 電 話 058-265-4141 内藤 62 73

*　この決定に不服がある場合は､この決定のあったことを知った目の翌日から起
算して60日以内に､∫岐阜市長に対して異議申立てをすることができます｡

*　この決定に不服がある場合は､この決定のあったことを知った目(異議
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した場合にあっては､当該異議申立てに対する決定のあったことを知った
中
日

日から起算して6か月以内に岐阜市を被告として(岐阜市長が被告の代表とな
｡ )処分の取消しの訴えを提起することができます｡
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*　公文書の公開を受ける際には､この通知書を担当室の職員に提示してください｡


